
由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助金交付要綱 
 

 令和５年６月１６日 

 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例（令和５年由利本荘市条例第４２

号。以下「条例」という。）及び由利本荘市岩城教育文化等人材育成基金条例施行規則（令和５年由

利本荘市規則第３４号。以下「規則」という。）の定めるところによりその経費を助成し、岩城地域

の教育文化等の振興発展に貢献できる創造性豊かな人材育成を図ることを目的とする。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助対象事業者は、岩城地域在住の市民又は岩城地域出身者及び市内在住者で岩城地域の活

性化に資する産業振興、保健福祉、教育及び芸術文化等に取り組む個人又は団体で、規則第２条に規

定する対象事業を実施しようとする者とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は別表１に定めるとおりとする。ただし、１件につき１千円単位（１千円未満を切

り捨て）とし、予算の範囲内で市長が定めた額とする。 

（事業審査） 

第４条 事業を実施しようとする者は、別表２に定める書類を市長に提出し、規則第３条に規定する

審査会から事業内容の審査を受けなければならない。 

２ 前項の審査の結果は、由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査通知書（様式第３号）により通

知するものとする。 

（補助金の申請手続き） 

第５条 補助金交付の申請、決定及び報告等の手続きについては、由利本荘市補助金等の適正に関す

る条例（平成１７年由利本荘市条例第５３号）及び由利本荘市補助金等の適正に関する条例施行規

則（平成１７年由利本荘市規則第４１号）の定めるところによる。 

２ 事業を完了したときは、別表３に定める書類を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付時期） 

第６条 市長は、実績報告書の提出の前に、請求に基づき交付決定額の１０分の８を限度として補助

金を交付することができ、実績報告書を提出後に実績に応じて残額を交付する。 

（事業の補助金等交付決定前着手） 

第７条 補助対象事業者は、審査会の内示を受けた後、事業の性質、内容等により、早期に着手する必

要があるときは、由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業事前着手承認申請書（様式第４号）を提出

し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業事前着手承認通知書（様式第５号）により



通知するものとする。 

（募集） 

第８条 事業実施が遅滞なく速やかに行えるよう、制度の趣旨について広報等により周知し、事業実

施当該年度の前年度に募集を行うものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年６月１６日から施行する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表１】（第３条関係） 

区分 対象事業 条件 補助金の額 対象経費 

人 づ

く り

事業 

人材育成ス

キルアップ

事業 

対象：岩城地域に居住する個

人 

対象事業：個人が受ける研修

等 

助成：年１回限り 
※取得しようとする資格及び研修内容
が社会通念上適切であり、申請者の就

労・労働の助力となるものであるこ
と。 

１人につき対象

経費の１／２以

内（最高限度額

１０万円） 

研修参加に係る交通

費、宿泊費、研修費 

人材育成活

動支援事業 

対象：岩城地域に事務所を有

する事業所等 

対象事業：事業所等が開催す

る研修等 

助成：年１回限り 

対象経費の１／

２以内（最高限

度額３０万円） 

研修会開催に係る講師

謝金、交通費、宿泊

費、研修費、会場借り

上げ料、備品等使用料 

産 業

振 興

事業 

起業支援事

業 

対象：市内で起業しようとす

る岩城地域在住の個人 また

は岩城地域内に事業所等を設

置し起業しようとする由利本

荘市民 

対象事業：市内での新規起業 

助成：１回限り 
※認定連携創業支援事業者による事業
計画策定支援等を受けるとともに、継
続的に経営指導等の支援を受けようと
する者であること。 

対象経費の２／

３以内（最高限

度額３００万

円） 

不動産賃貸料、サーバ

ーレンタル料、ホーム

ページ作成費用、広告

料、従業員人件費（本

人・家族・役員除

く）、備品購入費 

事業拡大支

援事業 

対象：起業から５年以内の個

人・事業所等 

対象事業：新商品開発などに

伴う事業拡大 

助成：１回限り 
※認定連携創業支援事業者による事業
計画策定支援等を受けるとともに、継
続的に経営指導等の支援を受けようと
する者であること。 

対象経費の２／

３以内（最高限

度額２００万

円） 

新商品の研究開発費、

自社商品等の展示会出

展経費、新商品等に係

る広告料、自社が使用

するソフトウェア開

発・改修経費 

文 化

ス ポ

ー ツ

振 興

事業 

文化スポー

ツ育成事業 

対象：岩城地域の小・中学校

に属する団体（部活動、スポ

ーツ少年団、これに類するも

の。その他市長が認めるも

の）／助成：年１回限り 

１団体につき対

象経費の３／４

以内（最高限度

額５０万円） 

備品等購入費、各団体

が主催する大会開催経

費、技術向上のための

研修等への参加経費 



【別表２】（第４条関係） 

区分 対象事業 提出書類 

人づく

り事業 

人材育成

スキルア

ップ事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査申請書（様式第１号） 

②由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助対象事業者概要書（様

式第２号） 

③住民票の写し 

④研修内容のわかる資料 

人材育成

活動支援

事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査申請書（様式第１号） 

②由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助対象事業者概要書（様

式第２号） 

③法人登記簿（住民票の写し） 

④研修内容のわかる資料 

⑤経費の収支予算書 

⑥完納証明書 

産業振

興事業 

起業支援

事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査申請書（様式第１号） 

②由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助対象事業者概要書（様

式第２号） 

③法人登記簿（住民票の写し） 

④事業計画書 

⑤経費の収支予算書 

⑥完納証明書 

事業拡大

支援事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査申請書（様式第１号） 

②由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助対象事業者概要書（様

式第２号） 

③法人登記簿（住民票の写し） 

④事業計画書 

⑤経費の収支予算書 

⑥完納証明書 

文化ス

ポーツ

振興事

業 

文化スポ

ーツ育成

事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査申請書（様式第１号） 

②由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助対象事業者概要書（様

式第２号） 

③代表者住民票の写し 

④構成員名簿 

⑤事業概要説明書 

⑥経費の収支予算書 



⑦備品等保管場所の説明資料、許諾の証明書等（備品購入費の場合のみ） 

 

 

【別表３】（第５条関係） 

区分 対象事業 提出書類 

人づく

り事業 

人材育成

スキルア

ップ事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業実績報告書（様式第６号） 

②研修報告書 

③研修時の資料等 

④領収書の写し 

⑤研修等の様子がわかる写真等 

人材育成

活動支援

事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業実績報告書（様式第６号） 

②研修報告書 

③経費の収支決算書 

④研修時の資料等 

⑤領収書の写し 

⑥研修等の様子がわかる写真等 

産業振

興事業 

起業支援

事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業実績報告書（様式第６号） 

②事業報告書 

③経費の収支決算書 

④領収書の写し 

⑤助成による資機材等の状況がわかる写真 

事業拡大

支援事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業実績報告書（様式第６号） 

②事業報告書 

③経費の収支決算書 

④領収書の写し 

⑤助成による資機材等の状況がわかる写真 

文化ス

ポーツ

振興事

業 

文化スポ

ーツ育成

事業 

①由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業実績報告書（様式第６号） 

②事業報告書 

③経費の収支決算書 

④領収書の写し 

⑤団体の活動内容がわかる写真 

 

 

 

 



様式第１号 

 

 由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査申請書 

 

                           令和  年  月  日 

 

   由利本荘市長 様 

 

 

 

      主たる事務所 

      の所在地 

 

      団 体 名 

 

       代表者氏名 

 

 

 

  由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業について事業審査をお願いしたく、必要な書類

を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業補助対象事業者概要書 

補助対象事業者の概要 

（フ  リ  ガ  ナ） 

団    体    名 

 

 

※（フ  リ  ガ  ナ） 

代  表  者  名 

 

 

※ 

主たる事務所の所在地 

（住所） 

 

 

 

※ 

電  話  番  号 

 

 

※ 

ファクシミリ番号 

 

 

※ 

Ｅメールアドレス 

 

 

 

ホームページアドレス 

 

 

 

団体の目的 

（定款等記載の目的） 

 

 

 

 

 

 

現在の主な活動状況 

 

 

 

 

 

活  動  区  域 

 

 

 

 

 

 

団 体 の 運 営 状 況 

 

 ①会費 

 

 ②会員数   正会員   人 

      賛助会員   人 

 

 ③スタッフの構成 

◎人材育成スキルアップ事業に申請する場合は、表面の「※」欄のみ記入すること。 



様式第２号（裏面） 

実施事業の概要 

 

事  業  年  度 

 

 

 

 

 

事業概要 

 

 

 

 

〔実施事業名〕 

 

 

〔実施時期〕 

 

 

〔実施場所〕 

 

 

〔内容説明〕 

 

 

 

 

 

 

事業費 

 

及び 

 

経費の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業費計〕 

 

〔経費の内訳〕 

 

 



様式第３号 

 

由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業審査通知書 
 

年  月  日  
       
 
 
              様 
 

由利本荘市長 
                     
 

令和  年  月  日付け申請のあった由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業    

の審査結果について、由利本荘市岩城教育文化等人材育成補助金交付要綱第４条の規定に

より通知します。 
 
 
 

記 
 
 １ 事業対象者 
 
 
 ２ 対象事業 
 
 
 ３ 審査の結果 
 
 
 ４ 条 件 等 
 
 
 ５ そ の 他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



様式第４号 

 

 
由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業事前着手承認申請書 

 
年  月  日  

 
  由利本荘市長 様 
 
 
      主たる事務所 
      の所在地 
 
      団 体 名 
 
       代表者氏名 
 
 

令和  年度において下記の理由により事業を早期に実施したいので、由利本荘市岩城

教育文化等人材育成補助金交付要綱第６条の規定により承認くださるよう申請します。 
 

記 
 
 １ 事業着手の理由 
 
 
 ２ 事業実施箇所 
 
 
 ３ 事 業 費 
 
 
 ４ 事業の概要 
 
 
 ５ 着手予定年月日 
 
 
 ６ 完成予定年月日 
 
 
 ７ そ の 他 
 
 
 
 
 
 

 

 



様式第５号 

 

由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業事前着手承認通知書 
 

年  月  日  
       
 
 
              様 
 

由利本荘市長 
                     
 

令和  年  月  日付け申請のあった由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業の事

前着手について、由利本荘市岩城教育文化等人材育成補助金交付要綱第６条の規定により

通知します。 
 
 
 

記 
 
 １ 事業対象者 
 
 
 ２ 対象事業 
 
 
 ３ 承認の可否 
 
 
 ４ 条 件 等 
 
 
 ５ そ の 他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



様式第６号 

 

 由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業実績報告書 

 

                           令和  年  月  日 

 

   由利本荘市長 様 

 

 

 

      主たる事務所 

      の所在地 

 

      団 体 名 

 

       代表者氏名 

 

 

 

由利本荘市岩城教育文化等人材育成事業について完了しましたので、必要な書類を添え

て報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


